
＜地方消費税の引上げ分に係る使途の明確化について＞ 

 

税率の引き上げによる地方消費税交付金の増収分については、社会保障施策に要する経費に充てることとされて

いるため、以下にその詳細を明示する。 

 

【単位：千円】 

項   目 決 算 額 

歳 入 令和４年度地方消費税交付金(社会保障財源分) 89,221 

歳 出 社会保障施策に要する経費(下記のとおり) 644,405 

 

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】                   【単位：千円】 

予 算 科 目 
 

 

対象経費 

財 源 内 訳 

特 定 財 源 一 般 財 源 

 

款 

 

項 

 

目 

 

国県支出金 

 

地 方 債 

 

そ の 他 

引上げ分の地

方消費税交付

金（社会保障財

源化分） 

 

そ の 他 

民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 66,502 29,229 0 0 9,208 28,065 

民生費 社会福祉費 老人福祉費 146,692 6,401 0 2,174 20,310 117,807 

民生費 社会福祉費 障害者福祉費 223,179 158,374 0 1,126 30,900 32,779 

民生費 社会福祉費 後期高齢者医療費 32,133 0 0 0 4,449 27,684 

民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 29,218 9,942 0 0 4,045 15,231 

民生費 児童福祉費 児童措置費 80,450 68,040 0 0 11,139 1,271 

民生費 児童福祉費 母子父子福祉費 2,785 1,349 0 0 386 1,050 

衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 422 131 0 0 58 233 

衛生費 保健衛生費 予防費 58,144 16,513 0 2,314 8,050 31,267 

衛生費 保健衛生費 母子衛生費 4,880 666 0 119 676 3,419 

合  計 644,405 290,645 0 5,733 89,221 258,806 

 

※一般職人件費・一般事務費は除く。 


